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COVID-19 関連法令 (六)

2020年所得税申告の一律6月30日までの延長

新型コロナウィルス(COVID-19)の影響を受け、財政部は先

月、納税義務者、事業責任者、会計責任者又は委任を受

けて申告する会計士等が今年5月1日から6月1日の所得税

(営利事業所得税及び個人所得税を含む)申告期間中に隔

離又は検疫を受けた場合、 6月30日まで延長を適用するこ

とができると公告しました。

さらに財政部は4月13日に上述の適用範囲を広げ、上記人

員の隔離又は検疫に限らず、今年の所得税申告期間を

「一律」6月30日まで延長すると公告しました。

このほか、営利事業者又は個人がCOVID-19の影響を受

け、次の状況のいずれか1つがあり、 6月30日までに2019

年の営利事業所得税又は個人所得税を納付出来ない場

合、期限までに申請書及び関連証明書類を税務当局に提

出し、最長1年の納税の延期、又は最長3年の分割納税を

申請することができ、利息は免除されます。

営利事業者の申告の延期又は分割納税の条件

– 中央目的事業主務機関から「厳重特殊伝染性肺炎によ

る隔離及び検疫期間の防疫補償規則」及び「厳重特殊

伝染性肺炎予防治療及び救済振興特別条例」（以下、

関連法令）に基づき、関連措置を受けた。

– 短期における売上高が急減した。(例：2020年1月からい

ずれかの連続2個月における平均営業収入額が2019年

12月より前の6個月又は前年同期平均営業額に比べ

15%以上減少した。)
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営利事業所得税まとめ表

適用税目 既定 延長後

2019年度営利事業所得税確定申告(事前申請不要) 2020年5月1日～ 6月1日
2020年5月1日～ 6月30日

(利息免除)

厳重特殊伝染性肺炎（COVID-19）の感染拡大による影響

を受け、規定の納付期間内に一括納税出来ない場合の

納税延期又は分割納税の申請

(事前申請は不要、許可を受けた場合は利息免除)

2020年5月1日～ 6月1日 2020年5月1日～ 6月30日

営利事業所得税の申告に電子申告を採用する場合の必

要な添付資料及び会計士による監査済報告書

A. 紙又は記録メディアによる提出

B. 申告・納税システムソフトウェアによるPDFファイルの

アップロード

2020年6月30日 2020年7月31日

2020年6月29日 2020年7月30日

所得データ検索作業期間 2020年4月28日～ 6月1日 2020年4月28日～ 6月30日
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投資控除の適用申請がある場合

規定により適用申請期限日は営利事業所得税申告期間終了日とされていますが、12月末決算の申告案件については2020

年6月30日まで一律延長されます。以下の例をご参照ください。

清算、特殊事業年度の決算及び中間納付の申告

今回の一律延長は12月末決算の申告案件にのみ適用されます。清算、特殊事業年度の決算及び中間納付の申告につい

て、その申告期限日が6月1日以前の場合、既定の期限に基づき取り扱う、又は台財税第10904528000号通達に基づき30日

間の延長を申請することができます。

添付書類

納税義務者は延長後の期限までに、主務機関発行の隔離治療通知書、隔離通知書又は検疫通知書等の関連証明書類を添

付し、申告書及び添付関連書類と併せて、管轄税務当局へ申告・納税すること。

適用対象(本公告の適用対象は事前の申請提出は不要)

1. 営業人、製造業者、営利事業者又は教育、文化、公益、慈善機関又は団体：その責任者、会計責任者又は委任を受け

て申告する会計士、記帳士、記帳及び税務申告代理人が、法定の申告納付期間中に隔離治療、在宅隔離、在宅検疫、

集中隔離又は集中検疫を受けた者。

2. 源泉徴収義務者：本人、会計責任者又は委任を受けて申告する会計士、記帳士、記帳及び税務申告代理人が、法定

の申告納付期間中に隔離治療、在宅隔離、在宅検疫、集中隔離又は集中検疫を受けた者。
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適用法令 説明 既定 延長後

産業革新条例§10 研究開発投資控除
確定申告期間開始前3個月
から申告期間終了日以内

2020年2月1日～6月30日

産業革新条例§10-1

(オンライン申請のみ)

スマート機械及び第5世代
(5G)移動通信システム

確定申告期間開始前4個月
から申告期間終了日以内

2020年1月1日～6月30日

産業革新条例§12-1第1項
研究開発費投資税額控除
又は二倍控除

確定申告期間開始前3個月
から申告期間終了日以内

2020年2月1日～6月30日

中小企業発展条例§35 研究開発投資控除
確定申告期間開始前3個月
から申告期間終了日以内

2020年2月1日～6月30日



3© 2020 KPMG, a Taiwan partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 
Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of 
KPMG International.

個人の申告の延期又は分割納税の申請要件

– 中央目的事業主務機関が関連法令に基づき公布した関連措置に該当する。

– サービス提供対象事業がCOVID-19の感染拡大により影響を受けたため、労工行政主務機関に勤務時間の削減・無給休

暇の実施を届出した。

– その他のその他COVID-19の影響を受けた。(例：減給、自己都合以外の離職又は労働日数が当月の本来の労働日数の

1/2以下となった月が2個月に達する)

個人所得税まとめ表

COVID-19の感染拡大による影響を受け、今年の所得税申告期限が一律6月30日まで延長されます。また、納税義務者、事

業責任者及び会計責任者又は申告手続を受託する会計士等が6月30日になお隔離治療を受けている場合、財政部の公告に

より申告時に主務機関が発行した隔離治療通知書等署名書類を添付して、申告期限を隔離治療終了日の翌日から20日間再

度延長することができます。

納税義務者がCOVID-19の感染拡大により納税に困難がある場合、前述の規定する納税期間以内に納税延長又は分割納税

を申請することができます。
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KPMG Observations KPMGの見解

適用税目 既定 延長後

2019年度個人所得税の申告(事前申請不要) 2020年5月1日～6月1日
2020年5月1日 ～6月30日

(利息加算免除)

COVID-19感染拡大による影響を受け、規定の納付期間

内に一括納税出来ない場合、納税の延期又は分割納税

のいずれかを申請することができる。

(事前申請必須、許可を受けた場合、利息の加算が免除さ

れる。)

2020年5月1日～6月1日 2020年5月1日～6月30日

個人所得税を電子申告する場合、その他証明書類及び資

料を提出する必要がある。
2020年6月10日 2020年7月10日

個人所得税の1回目の還付案件の適用範囲：

 2020年6月1日までの電子申告、税額試算に係るオ

ンラインでの回答又は電話の自動音声システムに

より対応する案件

 2020年5月11日までに、戸籍所在地の国税局にて

紙ベースのもの（ 国税局での直接申告、QRコード

申告及び税額試算書申告による対応を含む）で申

告する案件

2020年6月30日

2020年6月30日

(繰上税還付の時期及び条

件は変更無し)

所得データ検索作業期間 2020年4月28日～6月1日 2020年4月28日～6月30日
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